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赤文字：設備、運用又は体制等の相違（設計方針の相違）

青文字：記載箇所又は記載内容等の相違（記載方針の相違）

緑文字：記載表現の修正、設備名称の相違等（実質的な相違なし）

黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応 

玄海原子力発電所 ３／４号炉 東海第二発電所 備考 

処設備については耐震設計を行い、可搬型重大事故等対処設備については転倒しないことを確

認するか又は固縛等が可能な設計とする。(「1.1.7.3環境条件等」)また、可搬型重大事故等対

処設備は、設置場所でのアウトリガの設置、車輪止め等による固定又は固縛が可能な設計とす

る。 

常設重大事故等対処設備の耐震設計については「1.4.2重大事故等対処施設の耐震設計」に示

す。 

 地震起因以外の火災による影響に対しては、重大事故等対処設備は、火災発生防止、感知、

消火による火災防護を行う。 

 火災防護については「1.6.2重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に示す。 

 放水砲による建屋への放水により、放水砲の使用を想定する重大事故時において必要となる

屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 風(台風)及び竜巻による影響については、重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた施設内に設置又は保管することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

するか、又は風荷重を考慮し、必要により当該設備の落下防止、転倒防止、固縛等の措置をと

ることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。(「1.1.7.3環境条件等」) 

 内部発生飛散物による影響に対しては、内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁及び配管

の破断、高速回転機器の破損、ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し、これらにより重大事

故等対処設備が悪影響を及ぼさない設計とする。 

(3) 共用の禁止 

 常設重大事故等対処設備は、2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 ただし、共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重大事故等に対処するための必要な機

能)を満たしつつ、2以上の発電用原子炉施設と共用することによって、安全性が向上する場合

であって、更に同一の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、

共用できる設計とする。 

   放水砲による建屋への放水により，放水砲の使用を想定する重大事故時において必要となる

屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

   内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する弁及び配

管の破断，高速回転機器の破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，これらにより重大

事故等対処設備が悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (3) 共用の禁止 

常設重大事故等対処設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。た

だし，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって，安全性が向上する場

合であって，更に同一の発電所内又は隣接する発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影

響を及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

影響については，「1.1.7.3 環境条件」で

考慮し，確認している。（先行BWRと同様） 

■設備の相違 

・東海第二発電所は，東海発電所が隣接して立

地している。 

1.1.7.2 容量等 

(1) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、想定する事象及びその

事象の進展等を考慮し、重大事故等時に必要な目的を果たすために、事故対応手段としての系

統設計を行う。重大事故等の収束は、これらの系統の組合せにより達成する。 

「容量等」とは、ポンプ流量、タンク容量、伝熱容量、弁放出流量、発電機容量及び蓄電池

容量等並びに計装設備の計測範囲及び作動信号の設定値とする。 

  常設重大事故等対処設備のうち設計基準事故対処設備の系統及び機器を使用するものにつ

1.1.7.2 容量等 

 (1) 常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事

象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段として必要な容

量等を有する系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せにより達成する。 

   「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁吹出量，発電機容量，蓄電池容量，

計装設備の計測範囲，作動信号の設定値等とする。 

   常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについて

■記載表現の相違（先行BWRと同様） 

・弁吹出量は「逃がし安全弁」の容量を示す。 

・「設定値等」の「等」とは，ポンプ揚程，

遮蔽厚さ，送風機容量を示す 

記載の並びを先行PWRと整合 

■設備の相違 
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